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○群馬県生活保護法施行細則の一部を改正する規則（地域福祉課）                    ２ 
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○特別保護地区の指定（自然環境課）                                 ５ 

○同                                                ５ 

○同                                                ５ 

 

 

 

 

 

■ 目  次 
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群
馬
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
八
月
六
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
四
十
二
号 

 
 
 

群
馬
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
八
年
群
馬
県
規
則
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

別
記
様
式
第
四
十
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                              

     

■ 

規 
 

則 
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別記様式第４８号（規格Ａ４）（第１７条関係） 

 

年  月  日 

 

就労自立給付金申請書 

 

  福祉事務所長 あて 

 

申請者   住所又は居所 
 

      氏名 
 
      個人番号 

 

  下記のとおり、相違ありませんので、就労自立給付金の支給について必要書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 保護を必要としなくなつた理由 

 

 

２ 添付書類 

 

 

３ 世帯構成員 
 

氏     名 生 年 月 日 

 
年   月   日 

（  歳） 

 
年   月   日 

（  歳） 

 
年   月   日 

（  歳） 

 
年   月   日 

（  歳） 

 

４ 公金受取口座の利用について（該当する□にチェックを入れてください） 

  □ 利用する     □ 利用しない 

※ 上記で「利用しない」を選択した場合は、原則、保護費の振込先口座へ給付金が振り込まれます。 

  なお、上記で「利用しない」を選択した場合で、かつ、保護費の振込先口座以外の口座への振込みを希望

する場合は、別途お申し出ください。 
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別
記
様
式
第
四
十
九
号
中
「 

 
 
 

 

」
を
「 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
五
十
一
号
中 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」

を 「 

    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 

に
改
め
、 

「 
 

 

削
る
。 

 
 
 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
記
様
式
第
四
十
九
号
の
改
正
規
定
は
、

令
和
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
生
活
保
護
法
施
行
細
則
（
次
項
に
お
い
て
「
改 

 

正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
改
正
後
の
群
馬
県
生 

活
保
護
法
施
行
細
則
（
次
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出 

さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

３ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙
が
あ
る
と 

き
は
、
改
正
後
の
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と 

が
で
き
る
。 

                 

                       

最
低
給
付
額

 
基
礎
額

 

７
 
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
振
込
先
（
申
請
者
名
義
の
口
座
に
限
り
ま
す
。
）

 

７
 
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
振
込
先
（
申
請
者
名
義
の
口
座
に
限
り
ま
す
。
）

 
 
 
公
金
受
取
口
座

 
 
□
 
利
用
す
る

 
 

 
□
 
利
用
し
な
い

 
※
 
こ
の
給
付
金
に
お
い
て
は
公
金
受
取
口
座
登
録
制
度
が
適
用
さ
れ
ま
す
の
で
、
上
記
で

「
利
用
す
る
」
を
選
択
し
た
場
合
は
、
本
給
付
金
振
込
先
の
記
載
及
び
通
帳
の
写
し
な
ど

の
書
類
の
添
付
は
不
要
で
す
。

 

※
 
こ
の
給
付
金
に
お
い
て
は
公
金
受
取
口
座
登
録
制
度
の
適
用
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

公
金
受
取
口
座
の
登
録
を
し
て
い
る
場
合
も
上
記
に
記
載
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

 

を 
」 
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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）第２９条第１項の規定により

特別保護地区を指定したいので、同条第４項において準用する同法第２８条第４項の規定により、次のとおり公告

する。 

令和６年８月６日 

  群馬県知事 山 本 一 太   

１ 特別保護地区の名称 赤城山鳥獣保護区特別保護地区 

２ 特別保護地区の区域  別図のとおり 

３ 特別保護地区の存続期間 令和６年１１月１日から令和１６年１０月３１日まで 

４ 特別保護地区の保護に関する指針の案 別紙のとおり 

 「別図」及び「別紙」は省略し、その図面及び関係書類を群馬県環境森林部自然環境課及び群馬県渋川森林事務

所並びに前橋市農政課に備え置いて、令和６年８月２０日まで縦覧に供する。 

 

 

 

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）第２９条第１項の規定により

特別保護地区を指定したいので、同条第４項において準用する同法第２８条第４項の規定により、次のとおり公告

する。 

令和６年８月６日 

  群馬県知事 山 本 一 太   

１ 特別保護地区の名称 榛名山鳥獣保護区特別保護地区 

２ 特別保護地区の区域  別図のとおり 

３ 特別保護地区の存続期間 令和６年１１月１日から令和１６年１０月３１日まで 

４ 特別保護地区の保護に関する指針の案 別紙のとおり 

 「別図」及び「別紙」は省略し、その図面及び関係書類を群馬県環境森林部自然環境課及び群馬県西部環境森林

事務所並びに高崎市農林課及び高崎市榛名支所産業観光課に備え置いて、令和６年８月２０日まで縦覧に供する。 

 

 

 

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）第２９条第１項の規定により

特別保護地区を指定したいので、同条第４項において準用する同法第２８条第４項の規定により、次のとおり公告

する。 

令和６年８月６日 

  群馬県知事 山 本 一 太   

１ 特別保護地区の名称 妙義鳥獣保護区特別保護地区 

２ 特別保護地区の区域  別図のとおり 

３ 特別保護地区の存続期間 令和６年１１月１日から令和１６年１０月３１日まで 

４ 特別保護地区の保護に関する指針の案 別紙のとおり 

 「別図」及び「別紙」は省略し、その図面及び関係書類を群馬県環境森林部自然環境課及び群馬県西部環境森林

■ 公  告 
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事務所並びに安中市松井田支所農林課に備え置いて、令和６年８月２０日まで縦覧に供する。 
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